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第２章 新市のまちづくりの基本方向 

 

１．新市の将来像 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町は、 

にぎわいと活力のある都市と、 

うるおいとやすらぎを与えてくれる豊かな自然をあわせもつ、 

魅力あふれる新しい都市になろうとしています 

 

水源の森を育み、 

首都圏における広域的な拠点として、 

産業・文化をリードし、 

さらに豊かで、個性ある都市として発展を図り、 

政令指定都市を視野に入れた新しいまちづくりにチャレンジします 

 

そして、 

人と自然にやさしいまちとして、 

市民一人ひとりが、しあわせをつくる場へと 

さらに進化させることにより、 

心の豊かさを実感する 

次世代に誇れるまちづくりを進めます 
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将来像のイメージ 
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２．合併シンボルプロジェクト 

 

新市の将来像の実現に向けて、合併した場合のシンボルとして考えられる 

プロジェクトです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．地域連結夢プロジェクト 

新市の生活や経済の活性化を支え、広域的

な「市民の交流」「新市の情報発信」の充実

を進めるためのインフラ*3として、幹線道路

の早期実現、交流拠点の整備、新交通システ

ム*4の導入を図ります。 

これにより、地域の交通の利便性、快適性

の向上を推進します。同時に新市の一体化を

図ります。 

・津久井広域道路、さがみ縦貫道路の早期

完成の実現 

・津久井広域道路、さがみ縦貫道路への交

流拠点（地域の総合体験学習拠点、道の

駅等）設置の検討 

・地域内を結ぶ生活道路の充実 

・道路景観の改善 

・新交通システム（モノレール、路面電車、

デュアルモードバス*5 など）及び交通マ

ネジメントシステム*6導入 
 

交流拠点 

（道の駅など）

幹線道路 

新交通システム 
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自 然 

スポーツ・レクリ

エーション施設 

山 川 動植物

郷土品 

民芸品 

歴史 

民話 

伝統芸能 

地 域 資 源 

ひと

森林インストラ

クター・ガイド

住民 

ボランティア 地場産業

共 生 

親しむ 文 化 

森 水 湖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．市民のオアシスプロジェクト 

 ３．安全・安心ネットワークプロジェクト 

・自然の保全と活用のための取組み 

（山、川、湖の保全と活用、森林ボラン

ティアの育成、クリーンな水の確保等）

・自然体験拠点づくり 

（特産品の生産、自然体験学習、体験型

レクリエーション施設の充実） 

・ゼロエミッションの推進 

・地域文化のシンボルづくり 

“市民のオアシス”としてうるおいとやす

らぎのある新市づくりを進めます。このた

め、水源地域の山、川、湖などの優れた自然

や地域固有の風土・文化を守るとともに、こ

れらの活用を図ります。さらにゼロエミッシ

ョン*7の取組みを推進し、環境に優しいまち

づくりを進めます。 

全ての市民の生活にとって、安全・安心な

まちづくりを進めます。このため、保健、医

療、福祉の充実を図ります。また、コミュニ

ティ社会の強化を図り、住民自らが地域を守

るシステムを形成します。 

・地区ごとの社会福祉協議会の設置 

・市民参加による福祉サービス等の充実 

・自治会の支援による地域コミュニティ*8の

強化 

・地域コミュニティ、ボランティア等の力を

活かした総合セーフティーネットワーク

づくり 

 

 

地 域 力 

（市民どうしの絆・ 

団結・結束力） 

行動力・能力 

（ボランティアの活力

高齢者の能力 等）

+ 防 災防 犯 

保 健

医 療 

安全・安心なまちづくり

市民力 

福 祉 

教 育 

活用する 

まちづくりの成果が 

市民力の源になる 
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 ４． まち＋水源地＝産業創生プロジェクト 

新市は、まち（都市部）と水源地を併せ持

ちます。 

このため、それぞれの個性を活かした多様

なイベントの有機的な展開を図ります。これ

により、従来の商店街や観光地の活性化を目

指します。また、新たな地域特性を活かし、

先端科学産業や、ベンチャー企業*9 の誘致、

育成を進め、新市の産業創生にとりくみます。

・商店街、水源地、観光地での個性ある活性化イベ

ントの連携、開催 

（五湖巡りマラソン・駅伝等の連携、通年、テーマ

別の開催） 

・先端科学産業の創生、加工組立型工業・ベンチャ

ー企業等の強化・育成 

（ベンチャーセンターの整備、工業技術研究機関の

誘致など） 

・湖周辺の観光･商業拠点づくり（道の駅、グルメの

里など） 

・魅力ある商店街、美しい水源地などのまちづくり

の推進（修景対策など） 

 ５．市民キャンパスプロジェクト 

豊かな人間性を育む環境づくりを進めま

す。このため、子どもから大人まで、あらゆ

る人が生涯にわたって学習することができ

る機会を提供します。これにより、生涯現役

時代にふさわしい“生涯学習都市”を目指し

ます。 

・生涯学習キャンパスの展開 

（グリーン・カレッジの展開） 

・中高一貫モデル校づくり 

・幼稚園と保育園の一元化 

・生涯学習施設の整備 

・高齢者のもつ知識や経験を継承する場の創出 

・地域社会に貢献するボランティアの育成 

 

農 

林 

商 

観 光 

工 

 

産業 拠 点 

 

市民キャンパス（イメージ） 

保育園 

幼稚園

福祉施設 

大 学 

学校 

レクリエーション

施設 

学 び ・ 遊 び 

社 会 ・ 生 活 

・ 地域活動 

・ ボランティア活動 
 

等 

知識や技術等の 

能力を活かす 

生じた問題・課題 

の解決方法を考える

自 然 

文化施設 
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本　庁

市民評議員会

（市民評議会）

総合行政センター

地 域 市 民 会 議

コミュニティセンター

コ ミ ュ ニ テ ィ 会 議
学校

市民

企業

地域団体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ６．パートナーシップ都市内分権プロジェクト 

新市において都市内分権*10（分権型社会）

を実現し、市民や民間団体、企業など地域社

会を構成する様々な主体の協働により、自立

的、効率的なまちづくりを実現します。 

・全市的地域自治区*11 の設置（地域コミュニ

ティ会議*12、 市民評議員制度*13の創設等）

・地域自治区における裁量権の付与 

・ＩＴ*14 を活用した市民参画の制度の確立と

行政の効率化（ＩＴ拠点の設置） 

・まちづくりのための市民ボランティアの活

用･養成 
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３．まちづくりの進め方 

 

 

 

 

   

 

 
地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、市民参画に

よるまちづくりと効率的な行財政運営を推進することが不可欠です。

市民一人ひとりがいきいきと暮らすためには、自らがまちづくりに関

わりを持つとともに、行政は市民の多様なニーズに的確に対応した行

財政運営を推進することが重要となります。そのためには、行政が意

識を変え、同時に市民一人ひとりも変わることが必要です。 

このため、地域コミュニティの育成や自治会をはじめとする、まち

づくりを行う多様な主体の活動を推進し、市民同士が支え育て合う地

域社会を形成します。そして、行政と市民とのパートナーシップ*15

の構築、ボランティア活動の推進など、市民の声が市政に反映され、

自らもまちづくりに参画する主体的で開かれたまちづくりを目指し

ます。 

これを実現するためには、拡大する都市規模に見合った、都市内分

権を進めていかなければならず、本庁に集中している権限を地域に分

散させ、それに見合った形での全市域を対象とした地域コミュニティ

の再編成が不可欠です。合併の効果を高め、新市の一体性を高めるた

めに、旧自治体区域にこだわらない、新しい地域区画に基づく都市内

分権を速やかに進めます。そのためにも、改正地方自治法上の全市的

な地域自治区等の導入を推進いたします。 

行財政では、行政や議会における市民参画による抜本的な見直しを

行い、本来的に市民にとって必要な行政サービスの充実、数値目標設

定による行政コストの削減、情報公開の推進等を図り、市民一人ひと

りが納得しうる質の高い市政運営に努めます。 
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◆まちづくりの進め方の視点 1－市民参画 
誰もが住みよい地域社会をつくるため、市民一人ひとりが支え育て合う、

地域が自立したコミュニティ社会を形成するために、全市域で都市内分権型

のまちづくりを進めます。そのために、行政は市民とのパートナーシップに

基づき、広報・広聴活動の推進に努め、全市的な地域自治区の支援の考え方

や男女共同参画の理念をふまえ、市民の市政への参画機会を拡充します。 

➣市民の行政への参画機会の拡充、協働の推進 

・市民自ら行動する地域づくり、地域で支え合う仕組みの構築 

・市内在住の多様な能力を持った人材の活用 

・市民評議員制度、地域コミュニティ会議など参画、 

協働を推進するための制度の創設 

➣都市内分権による新しい地域自治の充実 

・地域コミュニティ活動の促進 

・地域コミュニティ機能を支える組織づくり 

・地域コミュニティや市民活動の支援 

・まちづくりをする多様な主体の育成 

・「ボランティアの活用」の仕組みの構築 

 

◆まちづくりの進め方の視点 2－行財政 

市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的な目

標ある行財政改革、行政職員の意識改革、情報公開の推進、近隣市町村との

連携などに努めます。 

➣効率的な行財政運営 

・行政と地域との協働（協働型市役所） 

・長期的視点に立った数値目標のある財政の健全化、効率的財政運営 

・公共施設の適正配置 

➣行政サービスの充実 

・新たな行政ニーズに対応した取組みの推進（改革への意識向上） 

・ＩＴを活用した電子市役所化の推進（先進型電子市役所） 

➣適正な人員管理 

・行政職員の能力の向上 

・職員規模の適正化 

➣情報公開等の推進 

・行財政の情報公開、行政の説明責任*16、行政評価*17の規定化 

➣広域連携の推進 

・町田市等との連携の検討 




